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　　 規　　 則
○熊本県景観条例第 ��条に規定する市町村の区域を定める規則の一部を
　改正する規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（都市計画課）　 �

　本号で公布された規則のあらまし

　◇熊本県景観条例第 ��条に規定する市町村の区域を定める規則の一部を改正する規則
　　（１）　 熊本県景観条例に基づく届出義務について、苓北町区域を適用除外にするこ
　　　　 ととした。
　　（２）　 この規則は、公布の日から施行することとした。

　規　　 則

　熊本県景観条例第 ��条に規定する市町村の区域を定める規則の一部を改正する規則を
ここに公布する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子

熊本県規則第 65 号
　　　 熊本県景観条例第 ��条に規定する市町村の区域を定める規則の一部を改正する規
　　　 則
　熊本県景観条例第 ��条に規定する市町村の区域を定める規則（平成 �年熊本県規則第 �
号）の一部を次のように改正する。
　本則の表五木村の項の次に次のように加える。

　　　 附　 則
　この規則は、公布の日から施行する。
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